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物
権
的
請
求
権
と
訴
訟
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題

は

じ

め

に

川
市
訴
訟
物
別
論
に
よ
る
と
、
同
じ
引
渡
請
求
権
で
あ
っ
て
も
所
有
権
に

基
づ
く
場
合
と
い
白
布
権
に
慕
づ
く
場
合
と
で
は
訴
訟
物
が
異
な
り
な
が

ら
、
既
判
力
の
客
観
的
範
腐
と
い
う
商
で
は
、
請
求
認
容
判
決
が
な
さ
れ

た
場
合
で
も
、
そ
の
所
有
権
と
か
占
有
機
と
い
う
基
本
的
権
利
に
つ
い
て

は
統
判
カ
は
及
ば
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
(
る
。

こ
の
よ
う
な
理
論
的
一
資
性
を
欠
く
岡
山
訴
訟
物
理
論
を
批
判
し
、
新
訴

訟
物
理
時
酬
を
展
開
さ
れ
た
の
は
一
一
一
ヶ
月
説
教
授
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

「
既
判
力
で
篠
定
さ
れ
る
の
が
個
性
の
な
い
給
付
請
求
権
一
般
で
あ
る
と

い
う
な
ら
ば
、
出
発
点
に
お
い
て
も
『
所
有
権
に
基
づ
く
』
と
か
吋
占
有
機

に
基
づ
く
』
と
か
い
う
修
飾
を
訴
訟
物
の
次
元
か
ら
ふ
る
い
採
し
、
所
有

権
と
か
占
有
権
と
か
は
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
も
の
に
す
ぎ
ぬ
ど
み
る
の
で

な
け
れ
ば
一
実
し
な
い
」
ハ
三
ヶ
月
・
民
事
訴
訟
法
八
九
頁
、
一
二
一
一
斑
〉

物
機
的
訪
求
権
と
訴
訟
を
め
ぐ
る
者
干
の
問
題

一一一
ノ、
'1二r
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之

と
し
か
し
な
が
ら
、
所
有
権
に
基
づ
く
引
波
治
求
権
を
認
め
た
判
決
は
、

果
た
し
て
所
有
権
を
既
判
カ
で
抱
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
訴
訟
物
の
次

元
で
所
有
権
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
右
の
一
一
一
ヶ
月
教
授
と
は
逆

に
、
既
判
力
の
次
元
で
も
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

か
。
す
で
に
こ
の
よ
う
な
場
合
に
所
有
権
の
存
在
を
も
既
判
力
で
も
っ
て

確
定
さ
れ
る
と
解
す
る
見
解
が
伊
東
乾
教
授
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
お
り

ハ
2
v
、
更
に
最
近
で
は
、
小
室
直
人
教
授
も
、
物
上
請
求
権
に
基
づ
く
返

還
請
求
の
場
合
に
そ
の
物
権
自
体
に
既
判
カ
を
生
ず
る
こ
と
を
認
め
ら
れ

た
上
で
、
物
権
の
存
否
に
争
い
が
あ
る
場
合
に
も
物
機
的
請
求
を
し
な
い

で
す
る
単
な
る
つ
物
権
の
磯
総
譜
求
は
、
そ
の
利
益
を
欠
く
と
も
い
え

る
i

(

小
室
寸
訴
の
客
観
的
併
合
の
…
態
様
L

中
間
淳
一
先
生
還
暦
記
念

・
民
事
訴
訟
の
理
論
(
上
)
一
一
一
八
十
以
以
下
)
ど
さ
え
主
張
さ
れ
る
に
護
っ

て
い
る

Q

dじ



な
お
、
登
記
請
求
権
と
基
本
物
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

「
塗
記
や
戸
籍
は
実
質
上
権
利
関
係
の
反
映
す
べ
き
も
の
で
、
実
質
上
の

権
利
関
係
と
の
不
一
致
を
理
由
に
そ
の
変
更
訂
正
を
求
め
る
訴
に
お
い
て

は
、
常
に
実
質
上
の
権
利
関
係
の
存
否
自
体
が
誇
求
の
主
内
霧
を
成
し
、

抹
消
訂
正
等
に
協
力
す
べ
き
旨
の
請
求
は
技
術
的
に
こ
れ
に
附
随
し
て
さ

れ
る
に
止
ま
る
と
い
う
べ
き
で
、
登
記
誇
求
の
み
を
独
立
の
訴
訟
物
と
考

え
る
の
は
甚
だ
概
念
的
に
靖
き
る
:
:
:
。
し
た
が
っ
て
原
告
の
物
権
の
主

張
で
あ
れ
ば
、
当
該
物
権
の
存
否
が
判
断
さ
れ
た
限
り
、
こ
れ
に
つ
い
て

既
判
カ
を
生
ず
る
」
(
兼
子
一
・
判
例
民
事
訴
欝
法
二
九
二
頁
〉
と
い
う

有
力
な
脅
か
唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
有
カ
説
も
、
物
権
的
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
寸
か
か
る
理
論
を
拡
張

し
て
行
け
ば
、
物
上
請
求
権
に
基
く
返
還
請
求
の
場
合
も
そ
の
物
権
自
体

に
つ
い
て
既
判
カ
を
生
ず
る
と
解
す
べ
き
こ
と
と
な
る
」
〈
兼
子
・
判
例

民
事
訴
訟
法
二
九
二
頁
〉
と
さ
れ
な
が
ら
、
結
局
は
物
権
自
体
に
既
判
カ

の
生
ず
る
考
え
を
奇
定
さ
れ
て
い
る
(
兼
子
・
条
解
民
事
訴
訟
法
(
上
)
五

一
三
頁
〉
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
も
、
「
登
記
請
求
権
の
判

断
が
論
理
必
然
的
に
所
有
権
の
存
否
の
判
断
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
が
少
数
説
の
一
つ
の
論
拠
で
あ
る
:
;
:
が
、
か
か

る
判
断
の
関
連
性
と
い
う
こ
と
は
物
権
と
物
権
的
請
求
権
の
関
に
も
み
ら

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
論
法
を
も
っ
て
す
れ
ば
判
決
で
物
権
的
請
求
権

が
品
同
定
さ
れ
た
以
上
、
そ
の
基
礎
と
な
る
物
権
の
存
在
に
つ
い
て
も
既
判

カ
が
及
ぶ
と
し
て
、
給
付
判
決
の
既
判
カ
の
伝
統
的
な
考
え
方
を
く
つ
が

え
す
と
こ
ろ
ま
で
進
む
の
で
な
け
れ
ば
、
訴
訟
法
理
論
と
し
て
は
い
さ
さ

一一一一八

か
迫
力
を
欠
く
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
(
一
一
一
ヶ
月
「
既
判
カ
の
客
観
的

範
関
L

中
田

1
ニ
ヶ
月
編
集
・
民
宅
詠
斡
法
淡
習
E
一
九
六
真
〉
と
手
厳

し
い
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
所
有
権
の
帰
属
に
争
い
が
あ
っ
て
物
権
的
誇
求
権

を
行
使
す
る
場
合
、
給
付
の
勝
訴
判
決
は
、
所
有
権
自
体
の
存
在
を
も
確

定
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
所
有
権
の
確
認
だ
け
を
求
め
る
訴
の
利

益
は
な
く
、
端
的
に
有
効
適
切
な
給
付
訴
訟
を
提
起
す
べ
き
旨
を
主
張
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

〈注〉ハ
1
)

た
と
え
ば
大
判
昭
和
八
・
一
二
・
二
一
(
法
律
新
聞
三
六
六
四

号
二
一
一
良
)
は
、
寸
土
地
ノ
所
有
権
ニ
基
キ
共
ノ
引
渡
ヲ
求
ム
ル
訴
訟

一
一
於
テ
之
ヲ
命
ジ
タ
ル
判
決
ハ
共
ノ
引
渡
ノ
請
求
権
ニ
付
テ
ノ
ミ
既
判

カ
ヲ
生
ジ
之
ガ
既
判
カ
ハ
共
ノ
前
提
タ
ル
所
有
権
自
体
ニ
及
パ
ザ
ル
コ

ト
既
ニ
旧
民
事
訴
訟
法
ノ
下
一
一
於
テ
当
院
ノ
判
示
ス
ル
ト
コ
ロ
ニ
シ
テ

ハ
大
正
九
年
(
オ
)
第
五
百
二
十
八
号
同
十
年
三
月
五
日
言
渡
判
決
大

一
広
十
四
年
ハ
オ
〉
第
七
百
七
十
号
同
十
五
年
二
月
一
日
言
渡
判
決
〉
此

判
出
向
ハ
新
法
タ
ル
改
正
法
律
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
呉
ニ
ス
ベ
キ
理
由
ナ
L

し

と
判
示
し
て
い
る
。

ハ
2
〉
伊
東
寸
既
判
カ
の
範
閥
L

民
事
訴
訟
法
講
座
第
三
巻
七
二
二
一
良

で
、
寸
支
配
権
か
ら
派
生
す
る
議
求
権
は
、
そ
の
存
立
の
悶
的
に
照
ら

し
、
基
本
た
る
支
配
権
と
一
体
を
な
す
も
の
で
、
別
個
の
権
利
で
は
な

い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
L

と
士
山
張
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
所
有



機
も
既
判
力
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の

理
由
づ
け
に
つ
い
て
は
改
説
さ
れ
て
い
る
(
伊
東
「
規
範
効
の
理
論
L

民
事
訴
訟
雑
誌
エ
ハ
ロ
万
一
一
頁
参
照
)
。
な
お
、
若
林
安
雄
「
本
権
の

訴
と
占
有
の
訴
L

判
例
タ
イ
ム
ズ
三
五
五
号
五
一
一
一
一
良
は
、
破
産
法
上
の

取
戻
機
と
の
対
比
か
ら
右
の
結
論
を
認
め
て
い
る
、
が
、
そ
の
対
比
は
疑

問
で
あ
る
。既

判
力
の
範
囲

ω
通
説
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
議
求
の
場
合
、
所
有
権

そ
の
も
の
は
訴
訟
物
と
な
ら
な
い
。
相
訴
訟
物
論
で
は
、
こ
の
場
合
、
所

有
物
返
還
請
求
権
が
訴
訟
物
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
請
求
が
認
察
さ

れ
た
と
し
て
も
、
返
還
請
求
権
の
み
の
存
在
が
既
判
カ
を
も
っ
て
確
定
さ

れ
る
に
す
ぎ
、
ず
、
所
有
権
自
体
の
存
在
に
つ
い
て
ま
で
既
判
力
が
及
ぶ
も

の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
所
有
権
確
認
を
求
め
る
訴
の
認
容
判
決

を
符
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
所
有
権
の
存
在
に
つ
い
て
臨
批
判
カ

が
及
ば
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
新
訴
訟
物
理
論
の
立
場
で
も
同
じ
こ
と

で
あ
る
門

4
0
「
確
定
判
決
ハ
主
文
ニ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
既
判
力
ヲ
有

ス
」
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
訴
訟
物
の
範
囲
H
既
判
力
の
範
関
と
い

う
図
式
、
が
、
こ
こ
で
も
賞
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

G

こ
の
よ
う
に
判
決

主
文
中
の
判
断
の
み
が
既
判
力
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
当
事
者
が

意
識
的
に
紛
争
の
対
象
と
し
て
審
判
を
申
立
て
た
事
項
に
対
し
て
、
解
決

の
規
準
を
一
示
す
の
が
民
事
判
決
の
目
的
だ
か
ら
で
あ
る
L

と
さ
れ
て
い
る

(
2
〉
(
兼
子
・
新
修
民
事
訴
訟
法
体
系
三
四
一
一
良
、
兼
子
・
実
体
法
と
訴

物
機
的
請
求
権
と
訴
訟
を
め
ぐ
る
煮
干
の
問
題

訟
法
二
ハ
二
一
良
)

G

そ
し
て
、
所
有
権
の
存
夜
は
物
権
的
請
求
権
に
と
っ

て
先
決
関
係
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
判
断
は
既
判
力
を
生
じ
な
い

判
決
明
日
出
問
中
の
判
断
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
け
る

判
決
主
文
や
判
決
理
由
は
、
現
実
の
判
決
議
に
お
け
る
判
決
主
文
や
判
決

叩
脱
出
問
の
欄
に
脅
か
れ
た
も
の
を
滋
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま

で
も
な
い
。

右
の
よ
う
な
訴
訟
物
と
既
判
カ
の
関
係
に
加
え
て
、
執
行
カ
の
場
附
で

も
少
し
問
題
が
あ
る
。
執
行
力
の
主
観
的
範
閥
、
承
継
執
行
文
に
関
し

て
、
物
権
的
請
求
権
と
債
権
的
請
求
権
と
の
問
で
は
あ
る
が
、
賃
貸
借
解

除
に
よ
る
土
地
明
渡
請
求
権
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
、
そ
の
賃
貸
人
が
同

時
に
一
所
有
権
者
で
あ
る
と
き
は
、
潜
私
的
な
物
権
、
す
な
わ
ち
既
判
力
と

は
全
く
関
係
な
い
は
ず
の
所
有
権
が
議
場
し
て
く
る
見
解
ま
で
あ
る
。
本

一
悩
の
主
題
と
多
少
‘
ず
れ
る
の
で
、
こ
の
問
題
に
こ
れ
以
上
は
深
入
り
し
な

い
で
お
く
ハ
立
。

ω
と
こ
ろ
で
、
当
事
者
は
、
現
実
の
訴
訟
に
お
い
て
、
所
有
権
の
帰

印
刷
が
争
わ
れ
て
所
有
権
に
基
づ
く
物
権
的
請
求
権
を
行
使
し
て
い
る
場

合
、
所
有
権
篠
認
の
訴
を
併
合
せ
ず
し
て
物
権
的
請
求
権
の
み
の
磯
定
を

求
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
(
4
Y

試
み
に
戦
後
の
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
集
に
登
載
さ
れ
て
い
る
事
件
を

凡
て
ゆ
け
ば
、
物
機
的
諮
求
権
を
行
使
し
て
い
る
事
件
で
は
、
必
ず
と
一
一
泊

っ
て
も
よ
い
践
に
所
有
権
確
認
の
訴
が
併
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
者
は

知
る
で
あ
ろ
う
ハ
5
〉
。
た
と
え
ば
、
最
判
昭
和
一
一
二
・
七
・
二

O
ハ
民
集
一

O
巻
八
芳
一

O
四
五
頁
〉
は
建
物
所
有
権
の
確
認
と
建
物
明
波
請
求
が
併

一
三
九



合
さ
れ
、
最
判
昭
和
一
一
…
五
・
一
一

γ
一
五
ハ
民
集
一
四
巻
一
聞
は
げ
一
一
一

O
Lハ

O
頁
〉
は
山
林
所
有
権
確
認
と
山
林
明
波
請
求
が
併
合
さ
れ
、
最
判
昭
和

問
一
・
一
・
二
一
〈
民
袋
二

O
巻
一
号
九
四
頁
〉
は
建
物
所
有
権
確
認
と

建
物
明
渡
請
求
が
併
合
さ
れ
、
最
判
昭
和
問
問
・
一

0
・一ニ

O
(民
集
二

一二巻一

O
号
一
八
八
一
頁
〉
は
土
地
所
有
権
確
認
と
土
地
引
渡
請
求
が
併

合
さ
れ
、
嵐
広
判
昭
和
四
五
・
一
一
・
六
ハ
民
集
二
回
券
一
二
号
一
八

O
一一一

頁
〉
は
宅
地
所
有
権
確
認
と
建
物
収
去
宅
地
明
渡
請
求
が
併
合
さ
れ
て
い

る
、
と
い
っ
た
如
く
で
あ
る
c

こ
の
よ
う
に
現
実
に
日
を
向
け
た
と
き
、
所
有
権
が
争
わ
れ
物
機
的
諮

求
権
が
行
使
さ
れ
る
場
合
、
当
事
者
は
、
単
に
妨
害
が
排
除
さ
れ
れ
ば
そ

れ
で
よ
い
と
か
、
一
例
宥
物
を
返
還
し
て
も
ら
え
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な

く
、
所
有
権
自
体
も
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
る
と
と
を
望
ん
で
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
訴
訟
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
、
い
わ
ゆ
る
関
連

的
併
合
と
い
う
形
態
で
訴
が
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
ハ
6
v
。
そ
れ
は
、

た
と
え
物
機
的
請
求
が
判
決
で
認
容
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
基
礎

e

つ

け
る
所
有
権
自
体
に
は
既
判
力
が
及
ば
ず
、
一
向
者
は
別
倒
の
訴
訟
物
で
あ

る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
べ
7
1

闘
と
こ
ろ
が
、
判
例
の
採
る
物
機
的
請
求
権
の
性
質
論
を
考
え
る
と

き
、
所
有
権
に
基
づ
く
物
権
的
請
求
を
認
容
す
る
判
決
の
裁
判
カ
が
所
有

権
に
及
、
ば
な
い
、
と
す
る
判
例
自
体
が
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る

G

物
権
的
請
求
擦
の
性
質
に
つ
い
て
は
周
知
の
如
く
、
大
別
し
て
一
一
一
つ
の

一問。

説
が
対
立
し
て
い
る
ハ
8
〉
。
ナ
な
わ
ち
、
債
権
説
・
諮
求
権
説
・
物
機
効

力
説
の
三
説
で
あ
る
ハ
9
v
o

そ
し
て
判
例
、
が
、
大
審
院
以
来
、
一
貫
し
て

物
権
効
力
説
を
採
っ
て
い
る
こ
と
も
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

物
権
効
力
説
は
、
物
権
的
議
求
権
の
法
的
性
質
を
、
物
権
の
効
力
・
…

作
用
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
説
で
あ
る
心
判
例
の
表
現
を
借
り
る
な
ら

ば、
「
所
有
権
一
一
基
ク
所
有
物
ノ
、
返
還
諮
求
様
ハ
共
所
有
権
ノ
一
作
用
ニ
シ

テ
之
ヨ
リ
発
生
ス
ル
独
立
ノ
権
利
一
一
非
L

ず
(
大
判
大
正
五
・
六
・
一
一

一
一
一
氏
録
二
二
一
戦
一
二
ハ
一
真
)
、

「
所
有
権
ニ
慕
ク
物
ノ
返
還
請
求
権
ハ
所
有
権
ノ
一
作
用
ト
シ
テ
其
内

容
ヲ
成
ス
権
利
ニ
シ
テ
所
有
権
ト
離
レ
テ
存
在
ス
ル
独
立
ノ
権
利
ニ
ア

ラ
ズ
L

〈
大
判
大
正
六
・
一
一
一
・
二
三
氏
録
二
一
一
一
紙
一

O
巻
五
六

O
一員〉

「
物
権
的
請
求
権
戸
惑
実
上
ノ
状
態
ガ
所
有
権
其
ノ
他
ノ
物
権
ノ
本
来

ノ
内
森
ニ
適
セ
ザ
ル
為
之
ヲ
共
ノ
内
容
ニ
適
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト

ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
物
権
ノ
効
カ
ト
シ
テ
発
生
シ
物
権
ノ
移
転
ア
ル
ト
キ

ハ
之
ニ
随
伴
シ
テ
移
転
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
パ
物
権
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
非
、
ザ
レ

パ
物
権
的
請
求
権
ヲ
有
セ
、
ザ
ル
ト
同
時
ニ
其
ノ
者
ガ
物
権
ヲ
他
人
一
一
譲

渡
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ト
共
ニ
其
ノ
誇
求
権
ヲ
失
フ
モ
ノ
ト
ス
L

(

大
判
昭

和
一
一
一
・
一
一
・
八
民
集
七
糸
工
ニ
サ
九
七

O
一良)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
物
権
的
請
求
権
の
性
質
論
を
前
提
と

す
れ
ば
、
所
有
権
に
茶
づ
〈
返
還
請
求
を
認
察
す
る
判
決
の
既
判
カ
の
客

観
的
範
闘
に
は
所
有
権
の
存
寂
も
含
ま
れ
る
と
い
う
と
と
は
、
当
然
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
は
そ
の
こ
と
を
、



か
た
く
な
に
否
定
し
て
い
る
。
こ
う
い
ろ
既
判
力
の
範
囲
に
つ
い
て
認
め

ら
れ
る
判
例
の
帰
結
が
、
「
通
説
の
定
め
る
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
か
ら

ま
っ
た
く
疑
い
を
容
れ
る
余
地
の
な
い
ほ
ど
明
快
に
導
び
か
れ
る
論
理
的

対
絡
で
あ
る

L
S〉
と
い
う
こ
と
は
、
判
例
の
採
る
物
権
効
力
説
を
前
提

に
す
れ
ば
、
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

物
機
的
誇
求
権
の
性
質
論
を
既
判
力
の
場
面
で
全
く
顧
慮
さ
れ
な
い
の

は
、
民
訴
尚
早
春
の
唱
え
る
既
判
カ
論
自
体
が
物
機
的
請
求
機
の
性
質
論
を

無
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な

帰
結
は
ま
さ
に
、
西
独
の
学
説
等
の
直
輸
入
か
ら
生
じ
て
い
る
も
の
と
い

え
よ
う
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
西
独
民
法
九
八
五
条
「
所
有
者
は
占
有
者

に
対
し
て
物
の
返
還
を
誇
求
す
る
こ
と
を
符
」
の
立
法
理
由
に
根
差
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
所
有
権
寸
確
認
判
決
の
要
求
は
、
物
の
返
還
請
求
と

併
合
さ
れ
う
る
。
そ
の
よ
う
な
要
求
は
、
判
決
の
既
判
カ
の
範
閥
を
決
め

る
妥
件
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
要
求
の
法
律
上
の
推
定
を
す
る

こ
と
は
正
当
化
さ
れ
な
い
し
、
返
還
誇
求
に
基
づ
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
判

決
に
関
し
て
特
殊
性
を
規
定
す
べ
き
で
な
い
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る

(
窓
口
出
品

gu
口
同

0
m
g曲
目
白
件
。
ロ
玄

E
2
2
F
wロ
刷
出

HHHHW臣
認
叩

H
-
r
r
自

の
ぬ
即
時
同
N
rロ
n
r
h出
吋
島
問

m
u
oロ
gnHH時
刻
曲
目
白
}
阿
国

-
M
W静岡
戸
内

Y
H∞
mWC咽∞・

N
N
S
。
そ
し
て
、
ツ
ォ
イ
ナ
i
理
論
に
賛
成
す
る
ブ
ロ
マ
イ
ア
!
も
、
こ
の

立
法
盟
尚
を
根
拠
に
、
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
の
認
容
判
決
の
既
判

力
を
所
有
権
自
体
に
は
及
ぼ
し
て
い
な
い
ハ
E
o目
3
0♂
N
守
口
宵
宮
島
-

H由
n
V仲ハ
MWHr四
回
目

g
U
4
m同
町
田

r
g
H
H
Y
H
ω
8・
伊
九
段
山
A
F
2
・
6
。
し
か
し

こ
れ
は
、
商
独
に
お
け
る
返
還
請
求
権
に
関
す
る
議
論
に
す
ぎ
な
い
の
で

物
権
的
請
求
権
と
訴
訟
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題

あ
り
、
わ
が
閣
で
の
解
釈
論
と
し
て
通
用
さ
せ
る
必
然
性
は
、
ど
こ
に
も

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
西
独
で
さ
え
、
物
の
返
還
を
求
め
る
訴
に
よ
っ

て
所
有
権
と
い
う
法
的
地
位
は
、
物
が
事
実
務
の
最
終
弁
論
の
時
点
に

共
体
化
す
る
抑
制
図
で
完
全
に
主
張
さ
れ
て
い
る
、
と
説
く
見
解
も
あ
る

(担
B
自
己
目
宮
口
ぽ
♂
宮
曲
仲
町
同
即
時
回
目
同
開

nMMEnHHR
〉
ロ
回
目

M
E口
同
回
出
国
弘

∞
可
即
日
仲
間
。
哲

g
g
m仏
師
官
。
ゲ
何
時
包
由
山

B
N
Z即
日
官
。
Nom-
管
出
向
担
H

ハ
ω-

N
H
A
F〉
)
。

西
独
に
お
け
る
普
通
法
時
代
の
議
論
や
西
独
の
立
法
理
由
は
と
も
か
く

と
し
て
、
所
有
権
に
基
づ
く
物
権
的
請
求
権
が
そ
の
所
有
権
自
体
と
切
り

離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
以
上
、
所
有
権
に
基
づ
く
物
権
的
諮
求
権
を
認

め
る
判
決
の
既
判
カ
は
当
然
に
所
有
権
自
体
の
存
在
を
確
定
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
利
息
債
権
が
元
本
債
権
と
離
れ
て
独
自
に
譲

渡
さ
れ
る
よ
う
に
、
物
権
的
請
求
権
が
所
有
権
か
ら
独
立
し
て
譲
渡
し
う

る
と
解
す
る
も
の
は
、
ま
ず
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
解
し
て
く
れ
ば
、

わ
ざ
わ
ざ
所
有
権
に
基
づ
く
物
の
引
渡
請
求
と
所
有
機
確
認
識
求
の
併
合

提
起
を
認
め
る
必
要
も
な
く
な
っ
て
こ
よ
う
立
)
。

凶
更
に
、
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
の
認
容
判
決
の
統
制
判
カ
を
当

談
所
有
権
の
存
在
に
ま
で
及
ぶ
も
の
と
解
す
る
場
合
に
は
、
中
間
確
認
の

訴
(
民
訴
法
二
一
ニ
四
条
)
の
存
在
窓
義
が
問
題
と
さ
れ
よ
う
(
鈴
木
正
裕

寸
既
判
力
の
零
観
的
範
閤
」
米
川
博
編
集
代
表
・
民
事
法
学
辞
典
上
巻
一
一
一

凶
三
頁
参
照
)
。
た
し
か
に
、
「
い
わ
ば
人
為
的
に
、
請
求
権
の
問
題

と
、
基
礎
と
な
る
権
利
の
問
題
を
既
判
力
の
国
で
は
っ
き
り
峻
別
す
る
根

底
に
は
、
確
認
訴
訟
と
い
う
類
精
一
の
独
立
、
そ
の
一
態
様
と
し
て
の
中
間

四



時
慨
絡
の
訴
(
二
三
四
条
)
と
い
う
制
度
の
存
在
が
あ
る
こ
と
も
看
過
す
べ

き
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
も
し
際
告
が
所
有
権
の
点
に
つ
い
て
も
既
判

力
を
及
ぼ
し
て
お
こ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
中
間
確
認
の
訴
の
制
度
を
利
用

し
て
そ
の
お
的
を
到
達
で
き
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
申
立
の
な
い
以
上
、
給

付
訴
訟
の
た
び
に
訴
語
物
の
前
提
問
題
の
判
断
に
ま
で
既
判
力
を
生
じ
さ

せ
て
お
く
必
要
は
な
い
と
新
旧
理
論
と
も
考
え
る
わ
け
で
あ
る
L

ハ一一一ヶ

月
・
民
事
訴
訟
法
演
習
I
一
九
三
賞
以
下
)
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
西
独
で
も
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
も
の
が
あ
る

(
N
民
間
∞
冊
目
国
立
乙

ω口
rα
ロ
r
?関口口
r
g
r
o
w
N
i
q
g
N
O回円。口
rpmw-

〉
区
間

y
g
g
w
帥

吋

切

出

5
3・8
0
)・
な
お
、
一
一
一
ヶ
月
・
民
事
訴
訟
法
演

習
I
一
九
四
頁
参
照
〉
。

し
か
し
な
が
ら
、
西
独
法
の
下
に
お
け
る
中
間
確
認
の
訴
の
創
設
理
由

を
、
何
が
な
ん
で
も
日
本
法
の
下
で
も
全
く
同
じ
に
解
す
る
必
要
は
な
い

の
で
あ
る
。
所
有
権
自
体
が
既
判
カ
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
中
間
確
認
の
訴
の
制
度
的
意
義
が
若
干
減
少
す
る
か
色
と
い
っ
て
、

何
も
呉
と
す
る
に
足
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
中
間
確
認
の
訴
の
制
度
が
あ

る
か
ら
所
有
権
自
体
に
既
判
力
を
生
じ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の

で
は
正
に
論
理
が
逆
で
あ
る
。
所
有
権
に
基
づ
く
物
格
的
誘
求
権
を
認
科

す
る
判
決
の
既
判
カ
が
基
本
物
機
た
る
所
有
権
の
存
在
に
つ
い
て
も
生
じ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
で
は
確
か
に
中
間
確
認
の
訴
の
意
義
が
半

減
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
相
場
面
に
お
い
て
は
、
中
問
機
認
の
訴
を
認
め
る

必
要
さ
え
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
ο

し
か
し
そ
れ
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
所
有
権
の
存
在
に
つ
い
て
既
日
判
カ
を
得
る
た
め

IIq 

に
、
現
実
に
は
中
問
機
認
の
訴
自
体
が
そ
も
そ
も
利
用
さ
れ
て
い
な
い
で

は
な
い
か
。
中
間
確
認
の
訴
が
あ
る
か
ら
所
有
権
に
既
判
力
が
及
ば
な

い
、
と
い
う
の
は
、
本
末
転
倒
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

国
次
に
、
所
有
権
の
取
得
時
効
と
の
関
係
を
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し

よ
う
。
所
有
権
が
侵
害
さ
れ
て
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
と
、
侵
害
者
に

よ
っ
て
所
有
権
を
時
効
取
得
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
(
民
法
一
六
二
条
〉
。

そ
し
て
、
物
機
的
請
求
が
認
め
ら
れ
で
も
所
有
権
自
体
に
既
判
力
は
生
じ

な
い
と
す
れ
ば
、
単
に
物
機
的
請
求
だ
け
で
は
所
有
権
の
取
得
時
効
を
中

断
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
(
斎
藤
秀
夫
編

著
・
注
解
民
事
訴
訟
法
凶
一
八
五
頁
注
①
お
よ
び
@
参
照
)
。
こ
れ
も
私

の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
当
然
に
所
有
権
の
取
得
時
効
は
中
断
す
る
こ
と
に

な
る
。

〈注〉
(

1

)

一
ニ
ヶ
月
・
民
事
訴
訟
法
演
習
I
一
九
一
一
一
一
員
。
他
方
で
は
、
物
権

的
諮
求
を
認
容
す
る
判
決
の
効
力
と
し
て
、
所
有
権
の
存
在
自
体
に
争

点
効
を
認
め
た
り
(
斎
藤
・
民
事
訴
訟
法
概
論
一
一
一
九
五
頁
以
下
参
照
〉
、

あ
る
い
は
判
決
理
由
中
の
判
断
に
も
既
判
カ
が
及
ぶ
と
す
る
見
解
(
柏

木
邦
良
「
西
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
学
の
現
況
〈
8
ピ
ゾ
ュ
リ
ス
ト
五
三

一
口
万
七
八
頁
注
(
沼
)
参
照
〉
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
周
知
の
こ
と

で
あ
る
。
な
お
、
岩
松
三
郎
「
民
事
裁
判
に
お
け
る
判
断
の
限
界
L

民

事
裁
判
の
研
究
八
七
頁
以
下
参
照
。

(

2

)

登
記
請
求
権
の
場
合
が
問
趨
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
が
、
最
判



昭
和
一
二

0
・
二
一
・
一
民
集
九
巻
一
一
一
一
口
万
一
九
O
三
支
が
、
「
所
有
権

に
基
づ
く
物
上
請
求
権
に
よ
る
訴
に
お
い
て
、
原
告
が
そ
の
基
本
た
る

所
有
権
を
も
訴
訟
物
た
ら
し
め
ん
と
す
る
意
思
を
そ
の
請
求
の
趣
旨
で

黙
示
的
に
表
明
し
、
裁
判
所
も
亦
主
文
に
お
い
て
黙
示
的
に
そ
の
存
否

に
つ
い
て
裁
判
を
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
判
決
が
当
該
所
有
権
の
存
不
い

に
つ
き
既
判
力
を
有
す
べ
き
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
し
と
述
べ
て
い
る
の

も
、
右
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
右
の

判
例
が
、
黙
示
的
に
表
明
・
裁
判
し
た
場
合
と
述
べ
て
い
る
が
、
ど
う

い
う
場
合
な
の
か
開
明
ら
か
で
な
い
。
な
お
、
小
山
田
升
・
民
商
法
雑
誌
七

六
巻
四
号
六

O
七
頁
注
ハ
路
〉
参
照
。

(

3

)

若
干
の
文
献
だ
け
を
掲
げ
て
お
く
。
一
ニ
ヶ
月
「
特
定
物
引
渡
訴

訟
に
お
け
る
占
有
承
継
人
の
地
位
」
民
事
訴
訟
法
研
究
第
一
巻
、
中
間

寸
既
判
カ
(
執
行
カ
〉
の
主
観
的
範
囲
L

民
事
訴
訟
法
演
習
I
、
制
明
附

相
官
幸
「
法
定
地
上
権
取
得
の
期
待
機
に
対
す
る
侵
害
と
そ
の
排
除
に
つ

い
て
の
一
考
察
」
民
事
法
の
諸
問
題
盟
、
袈
集
唱
「
要
件
事
実
の
考
え

方
」
民
事
実
務
ノ
!
ト
第
2
巻
、
そ
の
他
、
小
俊
一
…
編
著
・
民
事
訴
訟
法

講
義
一
八
九
頁
に
引
用
の
文
献
。

(
4
〉
所
有
権
確
認
の
訴
が
併
合
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど

が
賃
貸
借
契
約
解
除
の
事
例
で
あ
り
、
そ
の
場
合
は
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
所
有
権
の
帰
属
に
つ
い
て
争
い
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

(

5

)

こ
の
点
で
、
伊
藤
真
「
確
認
訴
訟
の
機
能
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
一

一
一
一
九
号
二
八
頁
以
下
が
、
興
味
を
ひ
く
。
所
有
権
侵
害
に
よ
る
損
害
賠

償
請
求
が
所
有
権
確
認
請
求
と
併
合
主
張
さ
れ
て
い
る
事
例
も
あ
る

物
権
的
請
求
権
と
訴
訟
を
め
ぐ
る
煮
干
の
問
題

が
、
こ
の
場
合
は
、
お
論
文
で
い
う
波
及
効
果
を
ね
ら
っ
て
い
る
も

の
、
と
い
え
よ
う
。

(

6

)

訴
の
関
連
的
併
合
と
は
、
訴
の
客
観
的
併
合
の
う
ち
で
、
弁
論

の
分
離
・
一
部
判
決
を
許
す
べ
き
で
な
い
も
の
を
い
う
(
小
室
・
民
事

訴
訟
の
理
論
(
上
〉
一
九
七
頁
以
下
参
照
〉
。

〈
7
〉
こ
の
こ
と
か
ら
、
所
有
権
確
認
の
訴
を
併
合
せ
ず
に
、
あ
る
い

は
中
間
確
認
の
訴
を
提
起
せ
ず
に
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
が
認
容

さ
れ
て
も
、
勝
訴
者
は
更
に
所
有
権
確
認
の
訴
を
提
起
せ
ざ
る
を
え
な

い
場
合
も
生
じ
、
理
論
的
に
は
後
者
の
訴
で
ハ
実
体
関
係
に
何
の
変
化

も
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
)
所
有
権
が
否
定
さ
れ
て
も
よ
い
こ
と
に
な

る。
(

8

)

も
っ
と
も
、
現
在
で
は
議
論
の
重
点
は
性
質
論
に
は
置
か
れ
て

い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
物
機
的
誇
求
権
の
具
体
的
な
誇
効
カ
に
重
点
が

移
っ
て
き
て
い
る
ハ
品
川
橋
諒
一
編
集
・
注
釈
民
法
刷
物
権

ω総
則
三
一

一
良
〔
好
美
柏
市
光
〕
、
甲
斐
道
太
郎
編
著
・
セ
ミ
ナ
ー
法
学
金
集

4
民
法

E
物
権
三
七
頁
参
照
〉
。

(

9

)

性
質
論
に
関
す
る
説
が
三
つ
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
分
類
の

仕
方
や
内
容
の
把
握
に
つ
い
て
若
干
の
混
乱
、
が
見
受
け
ら
れ
る
。
部
外

者
の
私
に
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
永
岡
菊
四
郎
・
新
民
法
要
義
(
第
二
巻
物
権
法
)
上
三

一
真
は
、
「
間
ゅ
う
に
、
物
権
と
運
命
を
共
に
す
る
こ
と
、
及
び
破
産
の

場
合
に
債
権
と
異
る
取
扱
を
受
け
る
こ
と
等
に
鑑
み
て
、
(
ロ
)
説
を

採
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
〈
ロ
)
説
と
は
、
物
機
的

l'ヰ



務
求
権
を
独
立
の
権
利
と
し
て
理
解
す
る
説
の
う
ち
で
、
純
粋
の
債
権

で
は
な
く
し
て
債
権
に
準
ず
る
べ
き
独
立
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
説
で

あ
る
と
い
う
。
こ
の
説
は
お
そ
ら
く
我
妻
栄
・
物
権
法
〈
民
法
講
義
E
〉

二
一
頁
に
賛
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
ハ
薬
師
寺
志
光
・
日
本
物
権
法
新

議
五
六
真
参
照
)
が
、
鈴
木
禄
弥
・
物
権
法
講
義
一
八
四
頁
は
こ
の
説

を
寸
物
権
侵
害
の
結
果
生
ず
る
独
立
の
請
求
様
で
あ
る
が
、
独
立
の
権

利
で
は
な
く
、
物
権
に
附
従
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
ハ
請
求
権

説
ど
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
前
者
で
は
「
独
立
の
権
利
」
と
い
い
、

後
者
で
は
「
独
立
の
権
利
で
は
な
」
い
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
鈴
木
教

授
は
、
自
ら
「
物
権
の
機
能
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
独
立
の
権
利
で
は

な
い
と
す
る
説
ハ
物
権
効
力
説
ど
が
妥
当
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
、

と
主
張
さ
れ
て
い
る
ハ
鈴
木
・
物
権
法
講
義
一
八
四
寅
〉
。
こ
の
物
権

効
力
説
は
、
川
島
武
宜
・
所
有
権
法
の
理
論
二
一
六
頁
、
渡
辺
洋
一
ニ

ー
物
権
的
返
還
請
求
権
と
妨
害
排
除
請
求
権
」
谷
口
知
平
H
加
藤
一
郎

編
集
・
民
法
演
習
E
(物
権
〉
一

O
二
一
員
以
下
の
採
る
と
こ
ろ
で
も
あ

る
が
、
品
川
橋
編
集
・
注
釈
民
法
同
三
一
一
良
〔
好
美
〕
で
は
右
の
両
者
の

説
は
異
別
の
も
の
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
物
権
の
効

力
、
一
作
用
に
す
ぎ
ず
、
独
立
の
権
利
で
は
な
い
と
す
る
物
権
効
力

説
L

〈
舟
橋
編
集
・
注
釈
民
法
制
一
一
二
頁
〉
を
採
る
判
例
に
つ
い
て

も
、
舟
矯
・
物
権
法
一
一
一
九
頁
で
は
、
「
『
物
権
の
作
用
』
で
あ
っ
て
独
立

の
権
利
で
は
な
い
と
す
る
説
L

と
ヨ
物
権
の
効
力
』
と
し
て
生
ず
る

請
求
権
だ
と
L

す
る
説
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
物
機
的
請
求
権
の
性
質
に
つ
い
て
の
寸
見
解
の
相
違
は
婆
す
る
に

一
四
四

ど
の
点
に
重
点
を
置
い
て
観
察
す
る
か
の
視
角
の
差
に
唾
き
な
い
の
で

あ
っ
て
物
機
的
請
求
権
の
本
質
並
に
そ
の
法
律
上
の
取
扱
に
お
い
て
差

回
開
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
物
機
的
請
求
権
の
性
質
を
吟
味

す
る
実
益
が
な
い
と
説
く
L

見
解
を
独
立
の
性
質
論
に
分
類
す
る
薬
師

寺
・
日
本
物
権
法
新
議
五
六
頁
が
あ
っ
た
り
、
寸
物
機
的
請
求
権
は
物

権
の
内
容
が
侵
害
さ
れ
、
ま
た
は
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

に
、
物
権
の
排
他
性
に
も
と
.
つ
い
て
、
物
権
の
効
力
と
し
て
生
ず
る
独

立
の
請
求
権
で
あ
っ
て
、
物
権
そ
の
も
の
の
内
容
を
な
す
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
物
機
に
も
と
づ
い
て
、
発
生
す
る
誇
求
様
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
基
本
様
で
あ
る
物
権
と
運
命
を
と
も
に
し
、
物
権
を
離
れ
て
独
自

に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
物
権
の
移
転
が
あ
れ
ば
、

こ
れ
に
随
伴
し
て
移
転
し
、
物
権
的
請
求
権
だ
け
を
譲
渡
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
物
権
効
カ
説
が
妥
当
で
あ
ろ
う
し
と
い
う

説
明
を
す
る
資
本
主
義
民
法
研
究
会
・
民
法
講
義
物
権
法
一
八
真
〔
小

林
一
一
一
衝
心
も
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
各
説
を
ど
の
よ
う
な
名
称
で
分
類
し
よ
う
が
、
多

分
に
言
葉
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
部
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

寸
物
権
的
諮
求
権
は
、
物
権
の
効
果
と
し
て
生
ず
る
も
の
で
、
そ
の
物

権
に
従
属
す
る
特
殊
の
諮
問
求
権
と
し
て
み
る
以
外
に
は
な
い
し
ハ
金
山

五
億
・
物
権
法
門
総
論
〕
五

O
寅
)
と
い
う
よ
う
に
、
物
権
の
「
効

果
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
物
権
法
の
教
科
書

で
は
、
物
機
的
請
求
権
が
「
物
権
の
効
力
」
の
項
目
の
中
で
説
明
さ
れ

て
い
な
い
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
大
判
昭
和
一
一
一



-
一
一
・
一
九
民
袋
一
六
巻
ニ
凶
号
一
八
八
一
一
良
(
岩
田
新
・
法
学
新

報
四
八
巻
六
号
、
川
島
・
法
学
協
会
雑
誌
五
六
巻
五
号
、
近
藤
英
士
ロ
・

民
商
七
巻
六
号
、
田
島
順
・
法
学
論
議
三
八
巻
五
号
〉
が
、
寸
凡
ソ
所

有
権
ノ
円
満
ナ
ル
状
態
ガ
他
ヨ
リ
侵
害
セ
ラ
レ
ダ
ル
ト
キ
ハ
所
有
権
ノ

効
カ
ト
シ
テ
共
ノ
侵
害
ノ
排
除
ヲ
請
求
シ
得
ベ
キ
ト
共
ニ
所
有
権
ノ
円

満
ナ
ル
状
態
ガ
他
ヨ
リ
侵
害
セ
ラ
ル
ル
虞
ア
ル
ニ
歪
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
又

所
有
権
ノ
効
力
ト
シ
テ
所
有
権
ノ
円
満
ナ
ル
状
態
ヲ
保
全
ス
ル
為
現
ニ

此
ノ
危
険
ヲ
生
ゼ
シ
メ
ツ
ツ
ア
ル
者
ニ
対
シ
共
ノ
危
険
ノ
防
止
ヲ
得
ル

モ
ノ
ト
解
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
L

と
コ
所
有
権
の
効
力
」
と
い
う
表
現
を

用
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
物
権
効
カ
説
と
速
断
す
る
こ

と
は
注
意
を
要
し
よ
う
。

(
却
〉
新
堂
幸
司
寸
争
点
効
を
式
首
定
し
た
最
高
裁
判
決
の
残
し
た
も

の
L

民
事
訴
訟
の
理
論
(
下
)
七
五
頁
。
も
ち
ろ
ん
新
堂
教
授
は
、
所

有
権
の
存
在
ま
で
既
判
カ
を
認
め
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
争
点
効
を

認
め
よ
う
と
す
る
説
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。

ハ
ロ
〉
傍
論
で
は
あ
る
が
、
大
阪
地
判
昭
和
一
一
二
・
九
・
一
一
下
級
民

集
七
巻
九
号
二
四
八
三
頁
は
、
「
訴
訟
物
を
異
に
し
て
(
例
え
ば
所
有

権
に
基
く
物
の
引
渡
誇
求
と
所
有
権
確
認
請
求
)
給
付
と
確
認
の
丙
訟

を
提
起
す
る
こ
と
は
許
さ
る
べ
き
で
あ
る
L

と
説
示
し
て
い
る
。

確
認
の
利
益

ω
所
有
権
の
帰
属
に
争
い
が
あ
り
、
そ
の
所
有
権
が
侵
害
さ
れ
て
い

る
場
合
に
、
物
権
的
請
求
権
を
行
使
せ
ず
、
単
に
所
有
権
の
確
認
だ
け
を

物
権
的
請
求
権
と
訴
訟
を
め
ぐ
る
若
干
の
，
問
題

求
め
る
訴
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
所
有
権
が
侵
害
さ
れ
、
あ
る
い
は

侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
あ
る
場
合
に
お
け
る
所
有
権
の
主
張
方
法
が
、
物
機

的
請
求
権
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
事
態
の
抜
本
的
解
決
を
も
た
ら
す

も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
給
付
の
訴
が
提
起
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
請
求
権
擁
認

の
訴
が
起
こ
せ
る
か
、
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
否
定
説
が
遇
税
・
判
例
と

い
え
る
。
そ
の
理
由
は
、
典
型
的
に
は
、
寸
お
よ
そ
、
裁
判
は
そ
れ
が
仮

処
分
命
令
で
あ
る
と
本
案
訴
訟
の
判
決
で
あ
る
と
に
論
な
く
、
執
行
可
能

な
も
の
で
あ
っ
て
も
債
務
者
(
ま
た
は
被
告
〉
が
任
意
に
履
行
す
る
こ
と

は
た
し
か
に
法
治
国
の
理
想
で
あ
り
、
望
ま
し
い
こ
と
に
は
ち
が
い
な

い
。
し
か
し
お
よ
そ
制
度
を
樹
て
る
場
合
に
か
よ
う
な
理
想
ば
か
り
を
追

求
し
現
実
を
無
視
す
る
甘
い
考
え
方
や
裁
判
は
常
に
正
し
い
と
い
う
思
い

あ
が
っ
た
考
え
は
禁
物
で
あ
る
L

(
古
川
大
二
郎
「
労
働
事
件
と
仮
処
分
」

増
補
仮
処
分
の
諸
問
題
一
九
三
頁
)
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
物
権
的
請
求
権
の
場
合
に
は
、
物
格
的
誘
求
権
で
は
な
く
そ
の
本
権

で
あ
る
所
有
権
の
確
認
で
あ
る

T
Y
い
ず
れ
に
し
て
も
、
確
認
の
訴
で

は
、
た
と
え
勝
訴
し
て
も
強
制
執
行
は
で
き
な
い
。
あ
ら
た
め
て
給
付
の

訴
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
っ
た
場
合
に
は
物
権
的
誇
求

の
訴
が
そ
の
利
裁
な
し
と
判
断
さ
れ
か
ね
な
い
の
で
あ
る
〈
菊
井
維
大
詰

村
松
俊
夫
・
民
事
訴
訟
法
E
四
八
頁
墾
照
〉
。
む
し
ろ
、
原
則
と
し
て
所
有

権
確
認
の
訴
の
利
益
を
否
定
し
、
端
的
に
物
機
的
請
求
権
を
行
使
す
る
給

付
の
訴
の
み
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
物
機
的
請
求

認
容
判
決
は
所
有
権
自
体
の
存
在
を
も
確
定
す
る
の
で
あ
る
し
、
そ
の
判

一
四
五



決
に
基
づ
い
て
現
実
に
強
制
執
行
す
る
か
は
所
有
権
者
の
自
由
で
あ
り
、

必
要
に
応
じ
て
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
後
に
争
い
の
余
地

を
残
す
よ
う
な
形
で
の
所
有
権
確
認
の
訴
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

所
有
権
確
認
の
訴
の
磁
認
の
利
孫
、
を
一
作
ハ
ん
し
た
大
判
明
治
三
一
二
・
‘

・
七
〈
民
録
六
巻
一

O
号
ニ
ニ
頁
〉
は
、
山
林
の
所
有
権
確
認
請
求
事
件

に
つ
い
て
(
2
〉、

寸
凡
ソ
確
認
ノ
訴
ハ
是
レ
ト
同
時
ニ
給
付
ノ
請
求
ヲ
為
シ
得
ル
場
合
ト

雌
モ
其
請
求
ヲ
為
サ
ズ
シ
テ
単
ニ
確
穏
ノ
訴
ヲ
提
起
シ
即
時
ニ
権
利
関

係
ヲ
確
定
ス
ル
ノ
ミ
ヲ
以
テ
訴
訟
ノ
目
的
ヲ
遼
ス
ベ
ク
即
チ
起
訴
者
ニ

利
益
ア
ル
場
合
一
一
於
テ
ハ
給
付
ノ
請
求
ヲ
為
サ
ズ
シ
テ
確
認
ノ
一
政
ヲ
提

起
ス
ル
ヲ
得
可
シ
ト
蛾
モ
若
シ
然
ラ
ズ
シ
テ
一
見
ニ
給
付
ノ
訴
ヲ
為
ス
ノ

準
備
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ト
キ
ハ
特
一
一
確
認
ヲ
求
ム
ル
ノ
必
要
ナ
ク
訴
訟

ハ
全
ク
徒
為
ニ
属
ス
ル
ヲ
以
テ
斯
ノ
如
キ
確
認
ノ
訴
ハ
之
ヲ
為
ス
コ
ト

ヲ
許
サ
¥
ル
モ
ノ
ト
ス
。
抑
モ
本
件
ノ
訴
旨
タ
ル
ヤ
:
:
:
上
告
人
ノ
向

隙
ス
ル
如
ク
上
告
人
ノ
所
有
地
タ
ル
係
争
山
林
ヲ
被
上
告
人
等
ノ
関
ニ

於
テ
撞
ニ
売
買
シ
且
ツ
英
樹
木
ヲ
伐
採
ス
ル
ニ
付
被
上
告
人
等
ニ
対
シ

係
争
山
林
ガ
上
告
人
ノ
所
有
タ
ル
コ
ト
ノ
確
認
ヲ
求
ム
ル
ニ
在
リ
テ
其

訴
訟
ノ
目
的
ハ
被
上
告
人
等
ノ
不
法
行
為
ヲ
差
止
メ
上
告
人
ノ
所
有
権

ヲ
保
全
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
統
一
一
被
上
告
人
等
ノ
問
ニ

於
テ
筆
記
ヲ
経
テ
係
争
山
林
売
買
ノ
手
続
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
上
告
人
ガ

原
院
ニ
於
テ
陳
述
セ
シ
如
ク
ナ
リ
ト
ス
レ
パ
其
ノ
売
資
ノ
登
記
ア
取
消

シ
上
告
人
ノ
所
有
名
義
ニ
改
ム
ル
ノ
諮
求
郎
チ
給
付
ノ
訴
ヲ
提
起
ス
ル

ニ
ア
ラ
、
ザ
レ
パ
単
ニ
確
認
ノ
訴
ヲ
為
シ
タ
ル
ノ
ミ
一
一
テ
ハ
米
ダ
以
テ
上

告
人
ノ
係
争
山
林
一
一
対
ス
ル
所
有
権
保
全
ノ
目
的
ヲ
遥
ス
ル
能
ハ
ズ
。

故
ニ
本
件
ハ
起
訴
者
タ
ル
上
告
人
一
一
利
益
ナ
キ
ヲ
以
テ
許
ス
ベ
カ
ラ
、
ザ

ル
訴
訟
ナ
ル
ニ
原
腕
並
ニ
第
一
審
裁
判
所
ガ
之
ヲ
適
法
ノ
訴
訟
ト
認
メ

本
案
ヲ
審
判
シ
タ
ル
ハ
不
法
L

で
あ
る
、
と
判
示
し
て
、
原
判
決
を
破
段
、
第
一
審
判
決
を
廃
棄
し
、
本

訴
却
下
の
自
判
を
し
た
。
本
件
の
事
実
関
係
を
見
る
と
、
第
一
審
・
第
二

審
と
諮
求
棄
却
の
内
特
の
敗
訴
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
た
原
告
が
訴
の
却
で

を
求
め
て
上
告
し
た
と
い
う
珍
し
い
例
で
あ
る
。
こ
の
判
決
理
由
中
で
は

登
記
に
つ
い
て
の
み
言
及
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
が
、
本
件
で
は
妨
害

排
除
請
求
も
、
更
に
は
伐
採
さ
れ
た
木
の
返
還
請
求
も
考
え
ら
れ
、
い
ず

れ
に
し
て
も
所
有
権
だ
け
の
確
認
を
求
め
る
訴
は
、
確
認
の
利
益
が
な

い
、
と
い
え
よ
う
。

ω
通
説
的
理
解
と
忠
わ
れ
る
寸
返
還
請
求
権
を
は
じ
め
物
権
的
請
求

権
の
勝
訴
判
決
の
既
判
カ
は
、
物
機
そ
の
も
の
の
存
否
に
は
及
ば
な
い

し
、
謀
本
に
あ
る
物
権
そ
の
も
の
の
確
認
判
決
は
、
給
付
判
決
よ
り
も
よ

り
広
汎
な
紛
争
を
把
援
し
、
そ
の
解
決
な
い
し
予
防
に
事
実
上
資
し
う
る

か
ら
、
終
段
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
給
付
訴
訟
と
と
も
に
あ
る
い
は
単

独
で
の
確
認
訴
訟
の
訴
の
利
益
も
存
在
す
る
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
L

〈
舟
橋
編
集
・
注
釈
民
法
同
八
一
一
一
一
貝
〔
好
美
〕
)
と
い
う
見
解
も
、

以
上
の
叙
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る。
と
こ
ろ
で
、
現
実
の
訴
訟
は
と
い
う
と
、
所
有
権
の
確
認
の
訴
を
単
独



で
起
こ
す
事
例
は
、
き
わ
め
て
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
大
審
院
と
最
高
裁

の
判
例
集
を
探
し
て
み
て
も
、
前
述
の
明
治
コ
一
三
年
の
判
決
以
外
に
は
、

次
に
示
す
よ
う
な
例
が
散
見
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
下
級
審
の

判
例
集
に
も
あ
た
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
物
機
的
請
求
と
併
合
し
な
が
ら

物
権
的
請
求
を
否
定
さ
れ
所
有
権
確
認
だ
け
を
認
容
し
た
事
例
も
検
討
す

べ
き
で
あ
ろ
う
、
が
、
こ
こ
で
は
省
略
し
、
後
日
に
委
ね
た
い
。

ま
ず
、
大
判
明
治
一
一
一
二
・
一
一
・
一
(
民
録
五
巻
一

O
号
四
頁
)
は
、

山
林
の
所
有
権
確
認
を
求
め
た
事
例
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
問
題

の
山
林
が
も
・
v
H

〈
共
に
被
告
、
控
訴
人
、
上
告
人
)
所
有
の
地
番
の
も

の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
九
ほ
か
八
名
(
共
に
原
告
、
被
控
訴
入
、
被
上

告
人
〉
所
有
の
地
番
の
も
の
で
あ
る
か
が
争
わ
れ
た
。
九
ほ
か
八
名
は
、

本
件
山
林
が
自
己
所
有
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
を
提
起

し
た
。
第
一
審
・
原
審
と
も
に
丸
ほ
か
八
名
の
提
起
し
た
山
林
所
有
権
確

認
請
求
が
認
容
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
む
の
上
告
理
由
第
一
一
点
は
、

次
の
よ
う
に
言
う
υ

す
な
わ
ち
、
「
本
件
被
上
告
人
ノ
訴
ハ
不
必
要
ナ
ル

法
律
関
係
ノ
確
定
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
ソ
。
凡
ソ
法
律
関
係
ヲ
確
定
ス

ル
ノ
ミ
ノ
訴
即
チ
確
認
ノ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
ニ
ハ
必
ズ
起
訴
者
ハ
共
法
律
関

係
ヲ
即
時
ニ
確
定
ス
ル
ニ
於
テ
権
利
上
ノ
利
害
関
係
ヲ
有
セ
、
ザ
ル
ベ
カ
ラ

ズ
換
一
言
ス
レ
パ
法
律
関
係
ヲ
確
定
ス
ル
ノ
必
要
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
ノ
コ

ト
ハ
大
審
院
ノ
判
例
ニ
徴
シ
テ
明
カ
ナ
リ
。
而
シ
テ
本
件
被
上
告
人
ノ
訴

旨
ハ
司
被
上
告
人
一
一
於
テ
係
争
ノ
山
林
ハ
成
規
ノ
登
記
ヲ
経
タ
ル
売
波
読

書
及
ピ
図
面
ト
共
一
一
共
実
地
ノ
引
渡
ヲ
受
ケ
爾
来
公
租
ヲ
負
担
シ
実
地
ヲ

占
有
シ
其
所
有
権
ヲ
保
有
ス
ル
ニ
モ
不
拘
上
告
人
も
れ
ハ
右
売
川
以
後
既
一
一

物
権
的
清
求
権
と
訴
訟
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題

数
年
ヲ
経
タ
ル
今
日
一
一
五
リ
府
突
ニ
モ
被
上
告
人
等
ガ
保
有
ス
ル
山
林
ノ

所
有
権
ヲ
非
認
ス
ル
ノ
ミ
ナ
一
フ
ズ
所
有
権
ノ
災
行
ヲ
妨
害
ス
ル
ニ
付
キ
妓

ニ
本
訴
ヲ
提
起
シ
確
認
ヲ
要
求
ス
』
ト
ノ
趣
旨
ナ
ル
コ
ト
ハ
訴
状
及
ピ
控

訴
答
弁
議
官
並
ニ
第
一
審
第
一
一
審
判
決
中
事
実
掲
示
ノ
部
分
ニ
徴
シ
テ
明
確

ナ
リ
ト
ス
。
果
シ
テ
然
ラ
パ
木
件
被
上
告
人
ハ
適
法
ニ
登
記
ヲ
経
テ
何
人

ニ
対
シ
テ
モ
共
一
助
有
権
ヲ
主
張
シ
得
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
数
年
来
実
地
ヲ
占
有

セ
ル
ニ
モ
拘
ハ
ラ
ズ
共
所
有
権
ヲ
非
認
セ
シ
ト
ノ
事
実
ヲ
以
テ
訴
ノ
原
因

ト
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
パ
斯
ノ
如
キ
場
合
一
一
於
テ
所
有
権
確
認
ノ
訴
ヲ
提

起
ス
ル
ノ
必
要
何
レ
ニ
ア
リ
ャ
。
機
定
ノ
訴
ハ
斯
ノ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
被

上
告
人
の
訴
回
目
ヲ
遠
ス
ル
コ
ト
ヲ
符
ベ
キ
ャ
。
上
告
人
ハ
然
ル
モ
ノ
ト
依

ズ
ル
能
戸
、
ザ
ル
ナ
リ
。
何
ト
ナ
レ
パ
完
全
ナ
ル
所
有
権
ハ
第
三
者
ノ
市
純

ナ
ル
非
認
ニ
ヨ
リ
其
効
力
ヲ
ル
〈
フ
ベ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
、
ザ
レ
パ
ナ
リ
。
加
之

被
上
告
人
ハ
上
告
人
ガ
被
上
告
人
ノ
所
有
権
/
実
行
ヲ
妨
害
セ
シ
ト
ノ
恐

山
モ
亦
本
訴
確
認
議
求
ノ
原
悶
ノ
一
ト
ナ
シ
タ
リ
ト
雄
モ
其
所
謂
妨
害
ト

ハ
如
何
ナ
ル
性
質
ノ
モ
ノ
ナ
ル
カ
之
ヲ
説
明
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
明
了
ナ
ラ
ズ

ト
錐
ド
モ
若
シ
無
形
的
ノ
妨
容
ナ
リ
ト
セ
パ
前
段
ノ
理
由
ニ
由
リ
テ
本
一
政

ヲ
提
起
ス
ル
ノ
必
要
ナ
ク
又
タ
有
形
的
ノ
妨
害
ナ
リ
ト
セ
パ
宜
シ
ク
須
ク

妨
碍
排
除
ノ
訴
ヲ
提
起
シ
以
テ
法
律
上
ノ
救
済
ヲ
求
ム
ベ
シ
。
確
認
ノ
一
昨

ハ
以
テ
妨
害
ヲ
排
除
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
逮
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ハ
論
ヲ
侠
タ
ザ
ル

ナ
リ
。
之
ヲ
婆
ス
ル
二
所
有
権
確
認
ノ
訴
ハ
所
有
権
ニ
関
ス
ル
争
疑
ヲ
述

カ
ニ
確
定
ス
ル
ニ
付
権
利
上
ノ
利
害
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
例
ヘ
パ
第
三
者
ガ
不

沼
ニ
強
記
簿
ニ
於
一
ア
所
有
者
ト
シ
テ
登
記
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ

挺
短
ス
ル
ハ
格
別
本
件
ノ
如
キ
所
有
権
ノ
実
体
ニ
付
一
ア
ハ
何
等
ノ
争
妓
ナ

一
四
七



ク
喰
第
三
者
ガ
所
有
機
ヲ
非
認
ス
ル
ト
カ
所
有
権
ノ
実
行
ヲ
妨
官
官
ス
ル
ト

カ
ノ
原
因
ニ
基
キ
確
定
ノ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
ノ
実
益
議
モ
之
レ
ナ
キ
ヲ
以
テ

本
一
決
ハ
速
ニ
却
下
セ
ラ
ル
ベ
キ
モ
ノ
L

で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
c

こ
れ
に
対
し
て
大
審
院
は
、
民
事
部
を
連
合
し
た
上
で
、

「
按
ズ
ル
一
一
円
ル
ソ
財
産
上
ノ
訴
訟
ハ
私
権
ヲ
侵
犯
セ
ラ
レ
タ
ル
者
、
ガ
災

救
済
方
法
ト
シ
テ
之
ヲ
提
起
シ
即
チ
給
付
ノ
誇
求
ヲ
為
ス
ヲ
通
例
ト
ス

レ
ド
モ
私
権
ノ
存
在
ヲ
確
定
セ
ン
ト
ス
ル
確
認
訴
訟
ノ
如
キ
モ
権
利
関

係
ヲ
即
時
ニ
確
定
ス
ル
ニ
於
一
ア
起
訴
者
ガ
法
律
上
ノ
利
益
ヲ
有
ス
ベ
キ

モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
給
付
ノ
請
求
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
場
合
ナ
ル
ト
谷
ト
ヲ
問

ハ
ズ
之
ヲ
許
ス
ヲ
棉
当
ト
ス
。
換
言
ス
レ
パ
私
権
ヲ
侵
犯
セ
一
ブ
レ
タ
ル

場
合
-
一
在
テ
モ
給
付
ノ
請
求
ヲ
為
サ
ズ
シ
テ
単
ニ
権
利
ノ
存
在
ヲ
確
定

ス
ル
ノ
ミ
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
確
認
ノ
訴
ヲ

許
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
。
侭
ト
ナ
レ
パ
斯
ル
訴
ハ
先
キ
ニ
当
院
ニ
於
テ
線

認
ノ
訴
訟
ニ
対
シ
一
胃
液
シ
タ
ル
判
決
理
由
中
ニ
所
謂
一
銭
ノ
権
利
関
係

ニ
付
キ
磯
認
ノ
訴
ト
給
付
ノ
訴
ト
一
一
議
ニ
許
ス
ト
キ
ハ
無
益
ナ
ル
手
数

ト
費
用
ヲ
要
ス
ル
ト
云
ブ
ガ
如
キ
虞
ナ
ケ
レ
パ
ナ
リ
。
一
山
シ
一
ア
本
件
一
一

於
ケ
ル
諮
求
/
原
閃
ハ
上
告
人
ガ
被
上
告
人
ノ
有
ス
ル
山
林
ノ
所
有
権

ヲ
非
認
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
被
上
告
人
ノ
当
然
執
行
シ
得
ベ
キ
所
有
機
ノ

実
行
ヲ
妨
努
ス
ル
ガ
如
キ
挙
動
ヲ
為
ス
ニ
付
キ
所
有
権
ノ
確
認
ヲ
求
ム

ト
云
ブ
ニ
在
レ
パ
即
チ
権
利
関
係
ヲ
即
時
ニ
確
定
ス
ル
一
一
於
一
ア
被
L
L
A同

人
ノ
利
益
ヲ
有
ス
ベ
キ
モ
ノ
タ
リ
。
然
ラ
パ
仮
令
給
付
ノ
請
求
郎
チ
妨

害
排
除
ノ
請
求
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
場
合
ナ
リ
ト
ス
ル
モ
共
請
求
ヲ
為
サ
ズ

シ
テ
本
訴
ヲ
提
起
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
パ
之
ヲ
不
適
法
ノ
訴
ト
一
以
ア
ヲ
符

一
四
八

、
ス
。
故
ニ
上
告
其
理
由
ナ
シ
L

と
判
示
し
て
、
上
告
を
棄
却
し
た
。
本
件
で
は
、
妨
害
排
除
請
求
権
、
更

に
は
妨
寄
予
防
請
求
権
も
行
使
一
り
能
で
あ
る
。

次
に
、
最
高
裁
の
判
例
で
、
こ
の
問
題
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
が
、
瓜
批

判
昭
和
一
一
九
・
二
一
・
一
六
(
民
集
八
巻
二
百
万
一
二
五
八
一
氏
)
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
建
物
の
所
有
権
確
認
請
求
事
件
で
あ
る
。
本
件
で
所
有
権

の
確
認
を
求
め
ら
れ
て
い
る
建
物
(
静
例
市
鷹
匠
町
三
丁
目
一
番
地
に
あ

る
木
造
亜
鉛
メ
ツ
キ
鋼
板
杉
皮
葺
〈
杉
皮
菩
の
部
分
は
三
川
町
)
平
底
建
府

綿
一
様
、
建
坪
二
十
一
坪
八
人
口
八
勺
)
は
、
も
と
訴
外
出
の
所
有
(
昭
和

二
二
年
二
月
一
七
日
付
保
存
登
記
)
で
あ
っ
た
が
、
同
人
が
訴
外
S
株
式

会
社
の
た
め
お
建
物
に
つ
い
て
設
定
し
た
抵
当
権
実
行
の
結
果
、
原
告
X

(
控
訴
人
、
被
上
告
人
〉
に
お
い
て
昭
和
二
六
年
二
月
三
日
執
行
裁
判
所

た
る
静
岡
地
方
裁
判
所
の
競
落
許
可
決
定
を
符
て
そ
の
所
有
権
を
取
得

(
即
日
、

X
の
た
め
の
所
有
権
取
得
の
登
記
〉
し
た
。
と
こ
ろ
が
被
告
Y

(
被
協
同
訴
入
、
上
告
人
)
は
、
右
建
物
は
も
と
訴
外
N
の
所
有
で
あ
っ
た

が
、
同
人
よ
り
訴
外
ー
が
穴
受
け
更
に
間
人
か
ら
Y
が
買
い
受
け
た
も
の

で
あ
る
と
称
し
て
、
こ
れ
を
佼
閉
山
し
て
い
る
、
と
主
張
し
て

X
は
本
件
建
物

所
有
権
の
確
認
の
訴
を
提
起
し
た
。
第
一
審
で
は
X
の
請
求
は
楽
却
さ
れ

た
が
、
控
訴
審
は
、
っ
(
証
拠
・
託
設
を
)
総
合
し
て
み
る
と
、
訴
外
見

は
協
和
一
…
…
年
暮
顎
訴
外
T
会
社
に
対
し
本
件
建
物
の
建
築
を
請
負
わ

せ
、
問
会
社
は
そ
の
頃
か
ら
:
・
:
・
建
築
工
事
を
進
め
、
工
事
従
業
者
の
問

で
は
こ
の
建
築
を
H
住
宅
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
、
民
は
右
会
社
に
対
し
請

負
代
金
の
支
払
も
完
了
し
て
い
る
こ
と
、
建
築
は
昭
和
一
一
一
一
年
春
頃
終



り
、
況
に
引
渡
さ
れ
、
当
時
は
建
坪
十
数
坪
の
も
の
で
あ
っ
た
が
後
に
改

造
せ
ら
れ
て
現
状
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
、
建
物
完
成
後
N
が
建
物
を
使

用
し
て
麻
雀
陪
胞
を
開
い
て
い
た
こ
と
、
日
同
は
こ
の
建
物
を
棄
の
民
の
所
有

と
し
て
昭
和
ニ
一
一
年
二
月
一
七
日
に
払
“
の
た
め
の
所
有
権
保
存
資
記
を
し

た
こ
と
、
こ
の
議
畑
山
で
は
『
静
岡
市
鷹
匠
町
三
丁
目
一
一
番
、
家
Mm番
号

同
町
第
一

O
番
の
一
ニ
』
と
表
示
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の
建
物
に
対
し
S
会
社

が
抵
当
権
の
設
定
を
受
け
、
そ
の
災
行
の
結
果
控
訴
人
が
こ
れ
を
競
落
取

得
し
、
昭
和
二
六
年
三
月
九
日
控
訴
人
の
た
め
の
所
有
権
取
得
盗
記
を
な

さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
:
:
:
『
静
同
市
鷹
匠
町
一
二
了
日
一
一
薄

地
、
家
屋
番
号
悶
町
第
一

0
4討
の
六
、
木
造
木
皮
官
悼
平
家
建
応
綿
一
棟
建

坪
一
九
坪
五
勺
L

と
表
示
さ
れ
た
建
物
に
つ
き
、
昭
和
二
関
年
二
一
月
一

日
N
の
た
め
の
所
布
権
保
存
登
記
が
な
さ
れ
た
も
の
と
認
め
る
の
外
な

く
、
従
っ
て
一
個
の
建
物
に
対
す
る
二
重
の
登
記
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
ざ

る
を
得
な
い
。
:
:
・
以
上
の
認
定
に
よ
る
と
、
本
件
建
物
は
も
と
民
の
所

有
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
控
訴
人
が
競
落
に
よ
り
こ
れ
を
取
得
し
現
に
所
布

す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
に
、
被
控
訴
人
は
そ
の
所
有
権
を
争
っ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
訴
人
の
本
訴
確
認
の
誘
求
は
理
由
あ
る
L

と
の
判

決
潔
由
の
も
と
に
、
原
判
決
を
取
り
消
し
、

X
の
所
有
権
線
認
請
求
を
認

容
し
た
。
今
度
は
Y
が
上
告
し
た
。
そ
の
上
告
理
曲
第
四
点
が
本
稿
の
問

題
と
関
係
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
「
被
上
告
人
(
原
告
〉
は
第
一
審
以

来
静
岡
市
鷹
匠
町
一
一
一
了
目
十
一
審
地
所
在
木
造
亜
鉛
メ
ツ
キ
鋼
板
杉
皮
寄

平
家
建
脂
綿
一
棟
建
坪
二
十
一
坪
八
合
八
勺
が
被
上
告
人
の
所
有
た
る
こ

と
の
確
認
を
上
告
人
〈
被
告
)
に
対
し
求
め
、
涼
判
決
は
之
を
認
ね
し

物
機
的
請
求
権
と
訴
訟
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題

た
ο

併
し
な
が
ら
本
件
建
物
は
上
告
人
が
自
己
の
建
物
と
信
じ
て
之
に
は
川

住
し
、
こ
こ
で
営
業
を
為
し
狩
る
こ
と
は
上
告
人
の
主
張
、
立
証
、
そ
の

他
お
録
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
。
附
し
て
被
上
告
人
と
し
て
は
、
単
に
そ

の
所
有
権
の
確
認
を
得
る
の
み
を
以
て
は
足
ら
ず
、
上
告
人
を
し
て
建
物

を
別
一
泌
さ
し
め
て
所
有
脅
と
し
て
そ
の
支
配
を
為
す
に
非
ざ
れ
ば
窮
悔
の

目
的
を
達
す
る
能
わ
ざ
る
こ
と
も
又
自
明
の
柵
初
で
あ
る
。
ゆ
え
に
本
件
の

如
き
事
案
に
あ
っ
て
は
被
上
告
人
と
し
て
は
単
に
所
有
権
の
確
認
に
止
め

ず
、
進
ん
で
建
物
引
渡
の
履
行
設
求
の
訴
を
上
告
人
に
為
し
符
べ
き
で
あ

る
と
同
時
に
、
結
局
明
波
し
の
履
行
を
求
め
ざ
れ
ば
目
的
を
透
す
る
能
わ

ざ
る
事
案
で
あ
る
。
被
上
告
人
が
先
ず
所
有
権
の
確
認
を
本
訴
で
求
め
、

r続
い
て
建
物
明
渡
の
訴
訟
を
再
び
提
起
す
る
如
き
は
、
訴
訟
を
受
け
る
上

告
人
と
し
て
は
そ
の
煩
に
絶
え
ざ
る
次
第
な
る
が
ゆ
え
に
、
被
上
告
人
と

し
て
は
直
に
給
付
の
訴
を
提
起
す
べ
く
、
本
件
の
如
き
事
案
に
あ
っ
て
は

確
滋
の
訴
を
提
起
し
得
ざ
る
筋
ム
円
で
あ
る
。
比
穏
案
件
に
あ
っ
て
は
、
裁

判
所
と
し
て
は
相
手
方
の
抗
弁
を
符
た
ず
職
権
を
以
て
調
夜
し
、
確
認
の

訴
は
宜
し
く
こ
れ
を
不
適
法
と
し
て
却
下
の
裁
判
を
為
す
を
至
当
と
す
る

に
拘
わ
ら
ず
、
こ
と
こ
こ
に
出
で
ず
し
て
確
認
の
訴
を
認
容
し
た
る
原
判

決
は
大
察
院
従
来
の
判
例
ハ
大
議
院
明
治
問
四
年
二
一
月
一
一
一
一
日
判
決
・

民
八
七
七
頁
、
問
院
明
治
一
一
一
一
一
年
…
一
一
月
一
日
判
決
・
氏
五
精
一
一
巻
…

O
一
氏
、
同
院
明
治
四
一
年
一

O
H
A
二
日
判
決
・
氏
一
四
橋
一
一
一
巻
五
九
頁
、

同
院
大
正
七
年
一
月
一
九
日
判
決
・
二
四
純
一
一
一
八
頁
参
照
)
に
反
す
る
判

断
を
為
し
た
る
も
の
な
る
を
以
て
御
調
査
の
上
原
判
決
の
破
棄
を
求
め

る
し
と

h
張
さ
れ
て
い
る
。
と
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
第
一
小
法
廷
は
、

rm 
九



っ
物
上
請
求
の
給
付
の
訴
を
な
す
こ
と
を
得
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ

の
基
本
た
る
機
利
関
係
に
つ
き
即
時
確
定
の
利
益
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
限
り
、
こ
れ
が
存
否
確
認
の
訴
を
提
起
す
る
こ
と
は
何
ら
不
適
法
で

は
な
い
〈
大
審
院
明
治
コ
一
一
一
年
一
一
月
一
一
日
連
会
民
事
部
判
決
、
民

録
五
精
一

O
号
四
真
、
大
正
一
一
二
年
五
月
一
二
一
日
判
決
、
民
集
一
二
巻
一
一

六
O
頁ハ
3
)
参
照
)
L

と
判
示
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
。
本
件
で
は
、
所
有
物
返
還
請
求
権
あ
る

い
は
妨
害
排
除
請
求
権
の
行
使
が
可
能
と
思
わ
れ
る
し
〈
正
、
更
に
、

震
の
保
存
受
認
と
い
う
関
係
か
ら
は
、
無
効
な
保
存
塗
記
の
抹
消
を
求
め

る
こ
と
も
で
き
る
事
例
で
あ
る
(
5〉
O

所
有
権
確
認
の
訴
を
単
独
で
提
起
し
た
、
も
う
一
つ
の
事
例
は
、
最
判

昭
和
三
一
九
・
九
・
一
(
民
集
一
回
巻
一
一
号
一
九
九
一
頁
)
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
沈
没
船
の
所
有
権
が
争
わ
れ
た
。
原
告
X
ハ
被
控
訴
人
、
被
上

告
人
〉
は
、
被
告
V

H

(

控
訴
人
、
上
告
人
)
か
ら
本
件
沈
没
汽
船
永
安
丸

を
W
H
い
受
け
、
即
日
右
物
件
の
引
渡
を
受
け
た
。
と
こ
ろ
が
被
告
も
・
V
H

(
共
に
、
控
訴
人
、
上
告
人
)
は
、
そ
の
後
丸
か
ら
右
物
件
を
買
い
受
け

た
と
称
し
、
被
告
も
(
控
訴
人
、
上
告
人
〉
を
し
て
右
物
件
の
引
揚
作
業

を
行
な
わ
せ
、

1.等
は
い
ず
れ
も
右
物
件
に
対
す
る

X
の
所
有
権
を
争
う

の
で
、

X
が、

V
H
等
と
の
問
に
お
い
て
右
物
件
が

X
の
所
有
で
あ
る
こ
と

の
確
認
を
求
め
て
訴
え
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
第
一
審
は
X
の
確
認
請
求

を
認
容
し
、
原
寝
で
あ
る
広
島
高
裁
松
江
支
部
昭
和
三
四
年
七
月
一
七
日

判
決
ハ
下
級
民
集
一

O
巻
七
号
一
五

O
一
ニ
一
気
)
も
、

「
控
訴
人
ら
に
お
い
て
控
訴
人
五
・
も
が
控
訴
人
巴
か
ら
お
永
安
丸
を

一
五

O

民
受
け
た
と
し
て
控
訴
人
も
に
こ
れ
が
引
揚
作
業
を
行
わ
せ
被
控
訴
人

の
所
有
を
争
っ
て
い
る
こ
と
は
当
事
者
聞
に
争
が
な
い
。
:
:
:
そ
う
す

る
と
被
控
訴
人
は
何
人
に
対
し
て
も
そ
の
所
有
権
を
主
張
し
う
る
も
の

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
:
:
:
被
控
訴
人
は
現
在
永
安
丸

の
所
有
権
を
保
有
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
撚

訴
人
ら
に
対
し
本
件
永
安
丸
が
被
控
訴
人
の
所
有
で
あ
る
こ
と
の
確
認

を
求
め
る
本
訴
請
求
は
正
当
と
し
て
こ
れ
を
認
容
す
べ
き
で
あ
る
L

と
判
}
一
小
し
て
、
控
訴
を
棄
却
し
た
。
巴
等
は
更
に
、

V
H
か
ら
X
へ
の
所
有

権
移
転
の
対
抗
要
件
の
有
無
を
争
っ
て
上
告
し
た
が
、
結
局
、
上
告
も
棄

却
さ
れ
た
。
本
件
で
は
、
確
認
の
利
益
に
つ
い
て
は
全
く
問
題
に
さ
れ
る

こ
と
な
く
終
っ
た
の
で
あ
る
が
、
妨
害
排
除
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

た
わ
け
で
あ
る
。

同
確
認
の
利
益
を
否
定
す
る
基
準
と
し
て
、
一
二

ωの
末
尾
に
紹
介
し

た
明
治
三
三
年
の
判
例
は
、
確
認
の
訴
が
給
付
の
訴
の
準
備
に
す
ぎ
な
い

場
合
を
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
、
確
認
の
利
益
を
肯
定
し
た
判
例
は
、
そ
う

い
う
事
情
に
は
な
い
と
い
え
る
か
、
疑
問
で
あ
る
。
確
認
の
訴
だ
け
で
す

べ
て
が
解
決
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
す
で
に

給
付
の
訴
を
提
起
し
う
る
う
え
に
、
も
し
確
認
判
決
が
出
て
も
相
手
方
が

侵
害
を
止
め
な
け
れ
ば
常
に
給
付
の
訴
を
提
起
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
ろ
う

門
立
。
そ
し
て
、
給
付
の
一
訟
の
準
備
に
す
ぎ
た
い
か
否
か
の
判
断
基
準
は
、

全
く
不
明
磯
で
、
具
体
的
事
件
を
通
し
て
み
て
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
区
別

は
、
は
っ
き
り
と
で
き
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
、
原
則
と
し
て
確

認
の
利
益
を
.
設
定
し
、
給
付
訴
訟
全
提
起
さ
せ
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
。



そ
し
て
、
従
来
か
ら
磁
認
の
利
益
を
認
め
る
根
拠
の
最
大
の
も
の
は
、

給
付
判
決
で
は
所
有
権
の
存
在
を
確
定
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
が
ハ
7
v
、
そ
の
点
は
、
ニ
で
述
べ
た
よ
う
に
肯

定
的
に
解
し
う
る
の
で
あ
る
ゆ
え
(
主
、
確
認
の
利
益
を
認
め
る
根
拠
は

消
え
た
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

〈注〉
(

1

)

こ
の
意
味
で
、
品
川
橋
編
集
・
注
釈
民
法
附
八
一
二
頁
〔
好
美
〉

が
、
一
二
ヶ
月
・
民
事
訴
訟
法
六
六
一
良
を
援
用
し
て
い
る
の
は
間
違
い
で

あ
ろ
う
。

ハ
2
)
判
例
集
に
準
載
さ
れ
て
い
る
上
血
管
理
由
第
五
点
は
、
「
上
告
人

ガ
本
訴
ヲ
提
起
シ
タ
ル
請
求
原
因
ハ
第
一
審
ノ
訴
状
中
論
求
ノ
朕
因
ト

題
ス
ル
部
ニ
(
被
告
V
H

ハ
被
告
も
ヨ
リ
本
件
山
林
地
ノ
立
木
ヲ
買
取
リ

タ
リ
ト
称
シ
テ
同
一
一
一
十
年
十
二
月
十
凶
日
突
然
多
勢
ノ
木
挽
職
人
夫
ヲ

引
連
レ
来
リ
テ
乱
伐
ニ
話
相
手
シ
タ
リ
。
同
一
A
ヲ
以
テ
原
告
ハ
他
ノ
一
前
一
一

於
テ
ハ
御
庁
ニ
林
木
伐
採
禁
止
ノ
仮
処
分
ヲ
申
請
シ
タ
ル
一
一
一
声
々
)
ト

記
載
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
原
判
決
ニ
引
用
シ
タ
ル
第
一
審
判
決
ノ
事
実
摘

一
不
ニ
モ
亦
(
多
勢
ノ
人
夫
ヲ
引
来
リ
テ
乱
伐
ニ
着
手
シ
タ
リ
一
五
々
)
ト
記

載
ア
ル
如
ク
被
上
告
人
等
ニ
於
テ
係
争
山
林
ガ
弘
化
年
度
以
来
上
告
人

ノ
所
有
ニ
帰
シ
居
ル
コ
ト
ヲ
熟
知
シ
ナ
ガ
ラ
被
上
告
人
V
H

ハ
之
ヲ
自
己

ノ
所
有
林
ナ
リ
ト
偽
称
シ
又
被
上
告
人
V
H

ハ
お
も
ト
通
謀
シ
テ
も
ヨ
リ

V
H
ヲ
経
テ
其
立
木
ヲ
資
受
ケ
タ
リ
ト
偽
称
シ
乱
暴
ニ
モ
該
山
林
ニ
数
多

ノ
人
足
ヲ
差
入
レ
濫
伐
一
一
着
手
シ
タ
ル
ヨ
リ
上
告
人
ハ
共
乱
暴
ヲ
排
除

物
機
的
請
求
権
と
訴
訟
を
め
ぐ
る
者
干
の
問
題

ス
ル
為
メ
倉
健
本
訴
ヲ
提
起
シ
尋
デ
仮
処
分
ア
申
請
シ
共
許
可
ヲ
符
一
}
ノ

爾
来
今
日
マ
デ
辛
フ
ジ
テ
立
木
ノ
存
在
ヲ
保
チ
居
ル
事
実
ナ
リ
。
…
山
シ

テ
其
本
訴
即
チ
確
認
ノ
訴
訟
グ
ル
ヤ
上
告
人
勝
訴
ノ
裁
判
言
渡
ヲ
受
ク

ル
モ
間
ヨ
リ
執
行
文
ノ
付
与
ヲ
申
請
シ
得
ベ
キ
モ
ノ
一
一
非
ザ
レ
パ
此
判

決
ヲ
以
テ
右
ノ
乱
暴
ヲ
排
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
。
又
仮
処
分
ハ
裁
判
執

行
上
ノ
悶
難
ヲ
避
ク
ル
ヲ
以
一
ア
主
旨
ト
ス
ル
ニ
図
リ
執
行
カ
ヲ
有
セ
ザ

ル
確
認
訴
訟
ニ
対
シ
之
ヲ
許
与
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
。
是
ニ
，
向
テ
之

ヲ
綴
レ
パ
上
告
人
ガ
乱
暴
排
除
ノ
為
メ
確
認
訴
訟
ヲ
提
起
シ
ダ
ル
ノ
不

適
法
ナ
ル
コ
ト
ハ
勿
論
第
一
審
裁
判
所
ガ
本
訴
確
認
訴
訟
ノ
為
メ
仮
処

分
ヲ
許
与
シ
タ
ル
ノ
不
適
法
ナ
ル
コ
ト
モ
亦
明
白
ナ
リ
。
目
下
上
告
人

ノ
境
遇
ハ
本
訴
ニ
於
テ
勝
訴
ノ
判
決
一
言
渡
ヲ
受
ク
ル
モ
此
判
決
ニ
依
リ

其
目
的
即
チ
乱
暴
ヲ
排
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ハ
上
文
ノ
通
リ
ニ
シ
テ

凶
ヨ
リ
論
ナ
シ
。
又
所
有
権
ノ
存
在
ヲ
シ
テ
此
際
即
時
ニ
確
定
セ
シ
メ

タ
レ
パ
ト
テ
共
起
訴
者
タ
ル
上
告
人
ニ
法
律
上
何
等
ノ
利
益
ア
ル
コ
ト

ナ
シ
。
只
是
ニ
付
テ
間
接
ナ
ガ
ラ
利
益
ト
シ
テ
強
テ
算
シ
得
ベ
キ
モ
ノ

ハ
後
日
端
ヲ
改
メ
テ
更
ニ
乱
暴
排
除
ノ
訴
訟
ヲ
提
起
ス
ル
ニ
当
リ
其
場

合
ニ
前
提
郎
先
決
問
題
ナ
ル
確
認
訴
訟
ニ
於
テ
勝
訴
ノ
判
決
ヲ
受
ケ
タ

リ
ト
シ
テ
之
ヲ
一
ツ
ノ
資
料
ト
ナ
シ
得
ル
迄
ノ
モ
ノ
ニ
過
ギ
ズ
。
然
ル

一
一
:
:
:
本
件
ノ
第
一
審
裁
判
所
若
ク
ハ
原
控
訴
院
ハ
当
事
者
ガ
異
議
ナ

ク
確
認
ノ
当
否
ヲ
論
争
シ
居
ル
ニ
拘
ハ
一
ブ
ズ
職
権
上
本
訴
提
起
ノ
適
法

ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
審
究
シ
果
シ
テ
起
訴
者
ニ
直
接
ノ
利
益
ナ
ク
又
起
訴
者

ガ
目
的
ヲ
達
シ
得
ザ
ル
コ
ト
上
文
ノ
透
リ
ナ
レ
パ
不
適
法
ノ
起
訴
ト
シ

テ
訴
ノ
却
下
ヲ
一
菅
波
ス
可
キ
順
序
ナ
ル
一
一
事
愛
ニ
山
山
デ
ズ
敵
ス
ク
本
案

五



一
一
立
入
リ
判
決
ヲ
与
ヘ
タ
ル
ハ
不
当
し
で
あ
る
、
と
い
う
。

(
3
〉
後
者
の
判
例
は
、
具
体
的
に
は
受
記
請
求
と
所
有
権
確
認
と
の

関
係
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
舟
橋
編
集
・
注
釈
民
法

附
八
三
一
只
〔
好
美
〕
、
小
室
H
焚
集
編
・
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
i
ル
ロ

民
事
訴
訟
法
二
八
六
頁
〔
松
本
博
之
〕
参
照
。

ハ
4
)

藤
井
正
雄
{
土
地
所
有
権
に
基
づ
く
地
上
家
屋
居
住
者
に
対
す

る
退
去
請
求
L

民
事
訟
の
諸
問
題
E
三
二
一
良
以
下
、
国
尾
桃
二
つ
開
制
ハ
取

請
求
権
が
行
使
さ
れ
た
場
合
の
判
決
主
文
の
表
示
方
法
L

民
事
実
務
ノ

ー
ト
第
3
巻
七
六
頁
以
下
参
照
。

(

6

)

浅
沼
武
「
二
重
一
登
記
の
効
力
」
民
事
訟
の
諸
問
題
班
一
六
頁
参

照、
(

6

)

注
(

2

)

の
上
告
理
由
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
所
有

権
確
認
訴
訟
は
、
民
訴
法
七
間
六
条
一
項
に
い
う
っ
本
案
L

訴
訟
に
該

当
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
物
機
的
誇
求
権
が
発
生
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
所
有
様
確
認
の
訴
が
単
独
で
も
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
が
右
に
い
う
「
本
案
」
に
該
当
す
る
の
で
生
の
ろ
う
か
。

(

7

)

そ
の
こ
と
は
、
小
案
H
賀
集
編
・
民
宅
訴
訟
法
二
八
六
頁
〔
松

本
〕
や
、
斎
藤
一
編
著
・
注
解
民
事
訴
訟
法
凶
間
三
賀
以
下
〔
斎
藤
〕
な

ど
に
も
顕
著
に
一
不
さ
れ
て
い
る
。

0
2
5目
H
m
w
u
g
}
}出吋間
2HFnr

同町
n
r仲払冊目

U
m
c
g
n
Y
2
M
m冊目
nr由
ロ
ロ
弘
司
同
町
民
自
叩
HM曲
嵐
切
回
出
向
日
・

ロ
匝
国

ω同何回戸市ロ
g
n
r
H
島
市
師
む
柏
戸
江
口
r
g
M
同開山
n
r
∞
E
M
M島
市
円
。
口
出
mWHEW

印・〉回向日・

L匂
OAF-ω-MWEr
呂
田
口
ロ
}
♂
回
出
吋
伺
巾
己
目
n
r
s
c
g
o
g
r
E
r

口
町
内
】
忠
岡
山
宮
内
田
}HZHH岡田由市閉め門出

ω・〉口同日・関・

MW田口門同・
ω曲
n
r
R再開
n
r
f

玉

s
c
m
-
ω
・

N
S
等
も
同
慢
を
述
べ
る
。
た
だ
し
、

ω
S昆
山
口
偶
0
2

附内
0850HHH師
同
盟
百
回
口
同
縄
開
同
日
目
白
v
g
c
m曲四件
Nrcnr
宮
町
田
口
町
田
伊
?

ロ
HMm曲間叩由叩仲
N
口出品

2
0ゲ由口問巾凹四件
N
O
P
H
H・
k
r
g
E・
回
・
出
回
出
品
・

ω帥
n
r間
同

HH出n
y付
同
・
吋
晶
子

HU印
m
r
N
但

N出
抑
mw
由
印
〈

ω・
J

ミ
品
一
)
は
、

「
他
の
問
題
は
、
所
有
権
の
磯
認
だ
け
の
苛
か
、
原
告
が
〔
西
独
民
法
〕

九
八
五
条
に
よ
る
返
還
請
求
を
も
要
求
し
う
る
場
合
に
も
許
さ
れ
る
か

ど
う
か
の
点
に
あ
る
。
そ
の
問
題
は
、
例
外
事
例
の
場
合
に
の
み
品
判
定

す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
な
お
、
食
間
卓
次
「
亡
国
点
と
し
て
そ

の
中
間
確
認
し
民
事
訟
の
諮
問
題
孤
参
照
。

ハ
8
〉
既
判
カ
の
問
題
以
外
で
は
、
飯
倉
一
郎
「
確
認
の
利
益
L

国
学

院
法
学
六
巻
一
二
号
七
ニ
頁
は
、
寸
中
広
た
、
所
有
機
を
確
定
し
て
お
く
こ

と
が
、
将
来
の
物
上
請
求
と
し
て
の
給
付
訴
松
の
中
心
的
争
点
に
つ
い

て
の
解
決
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
有
意
義
で
あ
る
L

と
主
張
す

る
。
し
か
し
、
給
付
判
決
に
も
所
有
権
磯
定
の
効
力
あ
り
と
す
れ
ば
、

給
付
判
決
を
得
て
お
い
て
、
そ
の
後
自
由
に
執
行
が
可
能
で
あ
る
か

ら
、
右
の
主
張
は
根
拠
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
新
山
町
一
挙
司
「
機
認
の
訴
の

利
議
」
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
五
間
交
も
右
の
飯
倉
教
授
と
同
旨
と
思

わ
れ
る
が
、
「
た
と
え
給
付
判
決
、
が
、
そ
の
基
本
関
係
に
つ
い
て
も
既

判
カ
な
り
争
点
効
な
り
を
も
っ
結
果
、
基
本
関
係
の
確
認
の
効
果
を
も

包
含
す
る
と
し
て
も
、
基
本
間
関
係
の
確
認
を
正
閣
か
ら
求
め
て
ゆ
く
確

認
訴
訟
を
挺
起
し
基
本
関
係
に
つ
い
て
目
的
的
に
既
判
力
を
発
生
せ
し

め
る
の
を
制
度
的
に
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
し
と
主
張
さ
れ
て
い
る
c

こ
れ
は
ま
た
、
「
先
決
的
法
律
関
係
の
存
夜
の
判
断
を
求
め
る
と
と
に



と
ど
め
て
給
付
ま
で
は
求
め
な
い
白
出
向
を
原
告
に
許
す
べ
き
で
あ
る
し

(
小
山
・
民
事
訴
訟
法
一
二
八
頁
)
と
い
う
処
分
権
主
義
か
ら
確
認
の

利
益
を
認
め
る
考
え
方
に
連
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
す

る
と
、
後
の
給
付
の
訴
の
利
益
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
・
な

か
ろ
う
か
。
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
、
「
侵
害
は
そ
の
ま
ま
で

結
構
で
す
、
所
有
権
だ
け
認
め
て
も
ら
え
ば
よ
ろ
し
い
」
と
い
う
よ
う

な
例
外
事
例
を
考
慮
す
る
必
婆
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
原
則
と

し
て
、
確
認
の
利
益
を
否
定
し
て
も
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
小

山
教
授
は
、
物
権
的
請
求
権
の
確
認
を
求
め
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
上

う
で
あ
る
、
小
山
・
民
事
訴
訟
法
一
ご
八
頁
参
照
。

物
権
的
請
求
権
と
訴
訟
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題

一
五
三


